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発議案第１号 

 

 

習志野市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条第２項及び習志野市議会会

議規則第１４条第１項の規定により提出いたします。 
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習志野市議会議員定数条例の一部を改正する条例 

 

習志野市議会議員定数条例（平成１４年条例第２４号）の一部を次のように

改正する。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、

下線で示すように改正する。 

  

改正前 改正後 

習志野市議会議員の定数は、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９１条

第１項の規定により、３０人とする。 

習志野市議会議員の定数は、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９１条

第１項の規定により、２８人とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２  この条例の施行の際現に習志野市議会議員の職にある者に係る習志

野市議会議員の定数については、その任期が終わる日までの間に限り、

なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

本案は、議員定数を減少しようとするものである。 

令和元年１２月３日（火） 

議会運営委員会配付資料【議題１①】 

令和元年１２月３日（火） 

議会運営委員会配付資料【議題１①】 


